
参照条文 参考資料１

【参考１】 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）（抄）

（媒介契約）

第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約（以下この条において「媒介契約」という。）を締結した

ときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

一～七 （略）～七 （略）

２～４ （略）

５ 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介

契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定め

るところにより、国土交通大臣が指定する者（以下「指定流通機構」という。）に登録しなければならない。

６ 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければな

らない。

７～９ （略）

（重要事項の説明等）（重要事項の説明等）

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者

が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借り

ようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項

について、これらの事項を記載した書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。

一～十四 （略）

２・３ （略）

４ 取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。

５ 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。

（書面の交付）

第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を

代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞な

く、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一～十二 （略）

２ （略）

３ 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
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【参考２】 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成１３年国土交通省総動発第３号）（抄）【参考２】 宅地建物取引業法の解釈 運用の考え方（平成１３年国土交通省総動発第３号）（抄）

第三十四条の二関係

２ 媒介契約の書面化について

（１） 書面化の方法について

本条第 項の書面としては 必要事項を記載した契約書を作成して取り交わすこととする本条第一項の書面としては、必要事項を記載した契約書を作成して取り交わすこととする。

第三十五条第一項関係

１ 重要事項の説明について

（略）（略）

重要事項の説明は、説明を受ける者が理解しやすい場面で分かりやすく説明することが望ましく、取引物件に直接関係する事項であるた

め取引物件を見ながら説明するほうが相手方の理解を深めることができると思われる事項については、重要事項の全体像を示しながら取引

物件の現場で説明することが望ましい。（略）

第三十五条第四項関係第三十五条第四項関係

取引主任者証の提示について

提示の方法としては、取引主任者証を胸に着用する等により、相手方又は関係者に明確に示されるようにする。

第三十七条関係第三十七条関係

書面の交付について

本城の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該契約書をもってこの書面とすることが

できる。


